
車両管理業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

この実施要領は、車両管理業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当た

り、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務名称 

車両管理業務委託（以下、「本業務」という。） 

 

２ 業務目的 

管財契約課が所管する車両について、法定定期点検や車検、バッテリー等の消耗品交換、タイヤ

交換、故障修理等のメンテナンス業務を委託するもの。 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年） 

 

４ 発注課 

 総務部管財契約課 

 

５ 委託費 

金15,824,000円を上限とする。（消費税及び地方消費税を含む。） 

 （令和８年度7,912,000円、令和９年度7,912,000円） 

 

６ 業務内容 

別紙「車両管理業務委託仕様書」のとおりとする。 

なお、実施にあたっては、本プロポーザルで受託候補者となった事業者の企画提案の内容と調整

のうえ、必要に応じて変更、修正を加え、業務の仕様を決定する。 

 

７ 参加資格 

本プロポーザルに参加するものは、以下の要件を満たしていること。 

（１）令和７・８年度高岡市入札参加者名簿に登載された者であること。（参加申請書提出時点で

名簿登載者でない者は、参加申請書提出前に入札参加資格審査申請を行うこと。） 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号のいずれかに該当

する者でないこと。 

（３）高岡市指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４）国税及び地方税について滞納していない者であること。 

（５）本件プロポーザルに参加しようとする他の者との間に次に規定する資本関係又は人的関係の

いずれにも該当しないこと。 

  ① 親会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号に規定する親会社をいう。以下

同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合

（子会社が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の決定又は会

社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更正手続開始の決定（②において「民事



再生法等の再生手続開始の決定」という。）を受けた会社である場合を除く。） 

  ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が民事再生法等の再生手

続開始の決定を受けた会社である場合を除く。） 

③一方の会社の役員（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第３号に規

定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている

場合（会社の一方が会社更生法の規定による更生会社又は民事再生法の規定による再生手続中

の会社である場合を除く。） 

イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

ロ) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ハ) 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）

の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行

しないこととされている社員を除く。） 

ニ) 組合の理事 

ホ) その他業務を執行する者であって、イ）からニ）までに掲げる者に準ずる者 

  ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管

財人を現に兼ねている場合 

（６）令和８年１月１日から起算して過去５年以内に車両メンテナンス業務又はそれに類する業務

の受注実績を有していること 

 

８ スケジュール 

項目 日程 

実施要領等の公表 令和８年１月５日（月） 

質問書の受付期限 令和８年１月23日（金）午後５時 

参加申込書兼誓約書の提出期限 令和８年１月23日（金）午後５時 

質問書に対する回答期限 令和８年１月28日（水） 

企画提案書の提出期限 令和８年２月９日（月）午後５時必着 

プレゼンテーション審査 令和８年２月中旬 

選定結果の通知 審査後、速やかに 

契約締結 令和８年３月上旬 

車両確認等の業務引継 契約後～令和８年３月31日（火） 

業務開始 令和８年４月１日（水） 

 

９ 参加申込書兼誓約書の提出 

（１）参加申込書兼誓約書の提出 

企画提案に応募する事業者は、以下の要領で参加申込書兼誓約書（様式１－１）を提出する

こと。 

ア 提出期限 

令和８年１月23日（金）午後５時 

イ 提出場所 

〒933-8601 高岡市広小路7-50  

高岡市総務部管財契約課管財係 



ウ 提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、簡易書留郵便等、配達完了の確認ができる方法とし、提出期限までに必着

とする。 

（２）質問の受付及び回答 

仕様書等に質問のある場合は、指定した期間内に、「質問書（「様式４」）を電子メール（電話

受付及び窓口持参不可）にて提出すること。 

ア 受付期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月23日（金）午後５時まで（必着） 

 イ 提出先 

kankei@city.takaoka.lg.jp 

 ウ 回答方法 

質問書に対する回答は、本市ホームページで令和８年１月28日（水）までに公開し、個別回

答は行わない。ただし、質問の内容によっては、回答されない場合もあるので留意すること。 

 

10 共同事業体での参加 

共同事業体での参加を認める。その場合は、９に定める参加申込書兼誓約書と併せて、共同事業

体協定書兼委任状（様式１－２）を令和８年１月23日（金）午後５時までに提出すること。また、

共同企業体の全参加者が７の参加資格を満たすこと。 

 

11 企画提案書の提出等 

 企画提案書は、９に定める参加申込を行った者のみ提出できるものとし、次のとおり提出するこ

と。 

（１）提出期限 

令和８年２月９日（月）午後５時必着 

（２）提出場所 

〒933-8601 高岡市広小路7-50  

高岡市総務部管財契約課管財係 

（３）提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、一般書留若しくは簡易書留とし、提出期限までに必着とする。 

（４）提出書類 

  ア 表紙（Ａ４＿１ページ） 

  イ 会社概要書（様式２） 

  ウ 業務実績書（様式３） 

   エ 企画提案書（Ａ４＿10ページ以内） 

   オ 参考見積書（Ａ４＿４ページ以内） 

  ※共同事業体の場合は、会社概要書及び業務実績書は各社分作成すること 

（５）提出部数 



  提出書類は、正本１部及び副本７部を紙媒体で提出すること。副本には、提案者名が判別できる

文字・ロゴ等を記載しないこと。なお、副本に、従事予定者の氏名、所属・役職名が記載されるこ

とは問題ないこととする。 

 

12 審査方法 

優先交渉権者は、以下の要領で選定する。 

（１）選定方法 

   参加資格条件を満たす事業者について、選定委員会にて書類審査及びプレゼンテーションに

よる審査を行い評価し、点数の合計が最も高い提案者を優先交渉権者として選定する。なお、

優先交渉権者が契約締結までに参加資格を失った場合は、次順位である事業者を優先交渉権者

に選定する。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング（非公開） 

  ア プレゼンテーション方式により実施する審査は、令和８年２月中旬に実施する。場所及び

時間については、別途通知する。 

  イ プレゼンテーションは、15分以内で説明するものとし、ヒアリング（質疑応答）を行うも

のとする。なお、プレゼンテーションは、企画提案書の内容に基づくものとし、資料の追加

配布は認めない。 

  ウ プレゼンテーションに参加できる者は３名までとする。なお、本業務を担当する責任者の

参加は必須とする。 

  エ プレゼンテーションに必要なパソコン等の機器は提案者が用意すること。ディスプレイ・

HDMIケーブルは本市が用意する。 

  オ 特別な事情により審査実施方法を変更する場合は、詳細について別途通知する。 

（３）評価基準及び配点 

   プロポーザルは次の評価基準に基づき評価する。 

評価項目 評価基準 配点 

業務経歴 他自治体等での業務実績に対する評価 15 

保有する資格（ISO39001、グリーン経営等） 

実施体制 業務への取り組み体制は優れているか 15 

整備記録、点検体制、車検切れ対策は優れているか 

提案内容 業務の目的や内容が十分に理解されているか 60 

実現性のある提案か 

ICTの活用等、職員の負担軽減に対する評価 

整備記録や車検予定等データの提供に対する評価 

独自の取り組みへの評価 

価格 コストは妥当か 10 

 合計 100 

（４）最低基準点 

合計100点のうち60点 

この点数に満たないものは失格とする。 

（５）結果通知 

   審査の結果については、後日全ての提案者にメールにより結果のみを通知する。また、選定結



果を結果通知後にホームページにおいて公表する。（優先交渉権者以外の提案者名は公表しない。）

なお、これらの審査結果に関する問い合わせ及び審査結果に対する異議申し立て、質問等は受け

付けない。 

 

13 契約手続 

優先交渉権者は、優先交渉権者が提出した企画提案書を踏まえ市と協議を行い、業務の仕様を決

定したうえで、契約を締結する。 

ただし、協議が不調となった場合又は優先交渉権者が応募要件を満たさないと判明した場合、ま

たその他の理由により契約の締結が不可能となった場合は、選定結果が次点の提案者を優先交渉権

者とする。 

 

14 失格事項 

次のいずれかの事項に該当した場合は、失格とする。 

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類が実施要領等において指定した方法以外の方法で提出された場合 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（４）実施要領等に示した委託料上限額を超える金額の提案をした場合 

（５）公募に対して、選定委員会へ故意に接触を求める行為を行った場合 

（６）市職員から不正にプロポーザル又は選定に係る情報を得ようとし、又は得た場合 

（７）前２号のほか、選定に影響を及ぼすおそれがあるとみとめられる不正な行為を行った場合 

（８）その他実施要領等に定める条件（軽微なものを除く。）に違反したと認められる場合 

 

15 その他 

（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出した企画提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）企画提案書の受領後、本市が必要であると判断した場合には、補足資料を求めることがある 

（５）本プロポーザルは、随意契約の優先交渉権者を選定するものであり、契約の締結を担保する

ものではない。 

 

16 問い合わせ先 

  〒933—8601 高岡市広小路7-50 

高岡市総務部管財契約課 

TEL 0766-20-1252 

FAX 0766-20-1383 

E-mail kankei@city.takaoka.lg.jp 


